
財産処分の手続きの流れ

※図は一般的な流れを記載しています。財産処分する取得財産等の金額や処分内容等によって、多少異なる場合があります。

※追加資料の提出や財産処分後に報告を求めることがあります。

※財産処分の内容により、申請から承認まで数か月要しますので、お早めにご相談ください。
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＊お問合せ先＊
（公財）富山県新世紀産業機構 中小企業支援センター 経営支援課 TEL 076-444-5604

承認後、財産処分
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